
 

 
 

 

 
    No. 14-3                           2014 年 5 月 20 日 

          （公財）損害保険事業総合研究所 

調査報告書 
「諸外国における損害保険協会等の業界団体システムの状況」 

を発刊しました 
 
公益財団法人 損害保険事業総合研究所（理事長 遠藤 寛）では、このたび、イギ

リス、ドイツ、米国、カナダ、韓国、スウェーデン、ブラジルおよびフランスの 8
カ国における損害保険業界で利用されている共同システム（注）の状況等について取

りまとめた調査報告書「諸外国における損害保険協会等の業界団体システムの状況」

を発刊しました。 
 
（注）本調査では、共同システムとは、複数の保険会社によって共同利用されるシステムを

意味し、保険詐欺防止データベース、保険料率の算出を支援するためのデータベース、

保険会社間または保険会社とその他関係者との間のデータ交換に関するハブ・システム

（データの振分伝送システム）などを指し、業界団体によって行われる業務のほか、民

間会社によって提供されるこれらのサービスを含めています。 
 
わが国では、政府が 2013 年 6 月に「世界最先端 IT 国家創造宣言」をまとめるな

ど、行政府等の保有する各種公的データの 2 次的利用を含めた活用を促すオープ

ン・データやビッグ・データの活用等が推進されつつあります。また、いわゆるマ

イナンバー制度の関連法が 2013 年 5 月に成立し 2016 年の施行が予定され、これ

に伴って、本人確認の手段としての民間でのマイナンバーの利用に関する議論も高

まっています。さらには、情報通信技術（以下「ICT」）の進歩により、さまざまな

商取引やデータ交換・分析業務が瞬時に自動的に行えるような状況に変化しつつあ

ります。 
こうした背景から、損害保険業界において、最先端の ICT を活用したデータ共有

化に加え、行政府や自動車修理業者・医療機関など外部からさまざまなデータを収

集し、これらの情報を分析･活用することにより、業界全体として、顧客サービスの

向上、適正な保険引受・保険金支払および業務効率の向上などを実現し、安心・安

全な社会づくりと経済発展に寄与していくことは重要な課題と考えられます。 
本調査は、このような問題認識から、今後のわが国損害保険業界の共同システム

のあり方の検討に資することを目的として、諸外国における共同システムの利用状

況、業務の概要・目的、システムの内容・機能・利用状況等を調査しました。また、

共同システムにおけるデータ活用を促進する環境要素として、損害保険業務におけ

る行政府等の公的データの活用、国民 ID 番号の活用およびデータ交換におけるデ

ータ標準規格の利用等の状況も併せて調査しました。 
 
本調査報告書（A4 判 299 ページ）の購入を希望される方には、在庫がある限り

実費（税込 3,600 円＋送料）で頒布いたします。 



購入方法は、当研究所ウェブサイト（http://www.sonposoken.or.jp/）「調査研究」

＞「1. 調査報告書」＞「書籍の販売」の項をご覧のうえ、お申し込みください。 
 

本件に関するお問い合わせ先 
〒101-8335 千代田区神田淡路町 2‐9 
公益財団法人 損害保険事業総合研究所 
研究部 金田（TEL：03‐3255‐1761） 
ご購入に関するお問い合わせ先 
企画総務部（TEL：03‐3255‐5511） 

 
この資料は、保険関係業界紙各社へ同時に配付しております。
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（公財）損害保険事業総合研究所作成の調査報告書 
「諸外国における損害保険協会等の業界団体システムの状況」の概要 
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